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伊佐市第７回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  平成２６年１０月２０日（月）午前８時５６分から１０時１０分 

 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

 

３．出席委員  （１９人） 

    会  長      ２１番委員 

    会長職務代理者   ２０番委員 

    委  員    １番委員  ２番委員   ３番委員   ４番委員 

５番委員  ６番委員   ９番委員  １０番委員 

１１番委員 １２番委員   １３番委員  １４番委員 

１５番委員 １６番委員  １７番委員  １８番委員 

  １９番委員 

 

４．欠席委員  （１人） 

    欠席者      ８番委員   

 

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

１５番委員   １７番委員 

 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

  議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第５号「非農地証明願」について  

 

 

６．農業委員会事務局職員 

      事務局長  農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前８時 ５６分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

おはようございます。只今より、平成２６年度第７回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

稲刈りが最盛期になってきました、また台風も思ったよりも軽くて

すんで良かったと思います。 

雨もそれほど多く降らなくて良かったのではないですか、伊佐の被

害は少なかったけど、稲については倒伏があり稲刈りがつらくなって

行くのではないかと思います。 

 全国農業新聞の推進月間になっており農業会議から推進依頼もあり

ましたので、皆さんの所にチラシ等を配布してありますので、推進を

お願いします。 

本日は、８番委員から欠席届が出されております。 

本日の出席人員は１９人で、規定に達しておりますので、総会は成

立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１５番委員と１７番委員に、お願いをいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号農地法第１８条第６項

の規定よる通知につきまして報告をお願いします。 

 

報告「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきましてご報

告いたします。 

資料の１～３ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が３件、ありまし

た。 

以上、ご報告いたします。 

 

報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか。 

 

はい 
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議 長 

 

４ 番 委 員 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４番委員。 

 

解約の理由で、農業廃止等がありますが、貸人の方ですかそれとも

借り人の方ですか。 

 

事務局 

 

解約の理由は、貸し人、借り人どちらの理由もあります、整理番号

１番は借り人の都合、整理番号２番は親子関係ですので解約して贈与

です、整理番号３番は借り人の農業廃止です。 

 

他に質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第 1 号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決

定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、 経営基盤強化促進法農地利用集積計画に係る意見決

定の利用権設定分について、ご説明いたしますが、３ページの整理番

号３番につきましては、保留にしてくれとの連絡が１０日ありました

ので、今回は取下げます。 

したがって、本日お配りした、１０－１ページの総括表をお開きく

ださい。 

期間は３年から１０年で、面積は、田、７５,３９６㎡、畑、２４,

３５９㎡の合計９９,７５５㎡です。 

利用権の設定をする者の数２４人、設定を受ける者の数１９人です。 

 土地の明細につきましては、２ページから１０ページの整理番号１

番から２６番のとおりです。 

 皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

  

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1 号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る１０月１５日現地調査を行いましたので、

１３番が報告いたします。 

申請人で受人のＡＫさん６０歳は、伊佐市大口目丸に居住され、自

治会は下目丸です。 

渡人のＡＹさん８５歳は、伊佐市大口目丸に居住され、Ｋさんとは

親子で贈与であります。 

申請地は、伊佐市大口目丸字吉原、地目は田、地籍は３，９２８㎡、

吉原、田、２００㎡、吉原、田、７２９㎡、吉原、田 ４８７㎡、村

前、田、１，１０６㎡、北町、田、４９４㎡です。 

現在は、Ｋさんが耕作されており管理の行きとどいた田であります。 

受人の経営面積は３５，９３０㎡で、取得可能面積であります。 

農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、１３番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号２番、３番については相互交換のため関係がありますので、

一括して調査報告を求めます。なお８番委員が欠席のため調査報告を

事務局が代わって報告を求めます。 

 

８番委員が欠席のため調査報告を事務局が代わって報告いたしま

す。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、整理番号の２番と３番は所有権交換で有りますので一括して報告

いたします。 

整理番号２番の申請人で譲受人ＭＭさんは、伊佐市大口原田に居住、

自治会は原田、年齢は７６歳です。 

 譲渡人ＭＡさんは、伊佐市大口原田に居住、年齢６４歳です。 

 申請地は、大口原田字原田、地目は畑、地積は２６５㎡です。 

申請人の居住地のすぐ裏手に位置し現況は野菜畑であります。 

 受け人の経営面積は５，４８１㎡で取得可能面積であります。 

受け人のＭＭさんは、高齢になってきたので、できるだけ近くの畑

で作業をしたいとの理由で、今回身内にあたる譲り渡し人のＭＡさん

のこの土地と整理番号３番で出てきますＭＭさんの土地と所有権移転

交換されるものであります。 

次に、整理番号３番は、申請人で譲受人ＭＡさんは、伊佐市大口原

田に居住、自治会は原田、年齢は６４歳です。 

譲渡人ＭＭさんは、伊佐市大口原田に居住、自治会は原田、年齢は７

６歳です。 

 申請地は、大口原田字杉ノ元 地目は畑、地積は７２２㎡と他１筆

で、合計１，１０１㎡です。 

所在地は、忠元公園より南へ１・５Ｋｍの所に位置し現況は管理さ

れた畑ではあります。 

 受け人の経営面積は６，４７５㎡で取得可能面積であります。 

受け人の理由は規模拡大であり、また譲渡人の要望での所有権移転



 6 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交換であります。 

農機具等もすべてそろっており家族３人で農作業にあたっておられ

ます。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われるので許可相当と思われますが、皆様方の審議をよろ

しくお願いします。 

 

８番委員の調査、事務局代理報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番、３番について、８番委員の調査、事務局代理報告の

とおり、許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番、３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る１０月１５日に、現地調査いたしました

ので４番が報告いたします。 

申請人で譲り受人ＴＭさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会

は中央で、年齢は５９歳です。 

渡し人、ＳＮさんは、宮崎県都城市久保原町に居住され、年齢は６

５歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字片平、地目は畑、地籍は４７１㎡と、

片平、地目は畑、地籍は３７８㎡、畑の合計は８４９㎡、片平、地目

は田、地籍は７８㎡、片平、地目は田、地籍は２９０㎡、片平１８３

４－３、地目は田、地籍は１８２㎡、田の合計は５５０㎡で、所有権

移転売買であります。 

この月に２，０００㎡の利用権設定があり、また利用権設定解約が

１，２９１㎡ありますので、５，４９５㎡で、取得可能面積でありま

す。 

農機具は、兄の農機具を借りて利用されます。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、４番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１８番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号５番について、１０月１５日に現地調査を行いましたので１

８番が報告いたします。 

申請人で受人のＩＴさんは、伊佐市大口青木に居住され、自治会は

上青木中で、年齢は３３歳であります。 

渡人ＴＳさんは、伊佐市大口篠原に居住され、自治会は千束松で、

年齢は７３歳であります。 

申請地は、伊佐市大口青木字スワ園で、地目は畑、地籍は５３０㎡、

総会資料では現況は宅地となっておりますが、現地調査をした結果管

理の良い畑でした。 

所有権移転売買であります。 

受け人の経営面積は１１，０６５㎡で、取得可能面積であり、家族

３人兼業農家で農作業にあたっておられ、通作距離は自宅の隣で、経

営意欲はあり農機具等も完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願い

します。 

 

１８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、１８番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数５について、５件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、１０月１５

日に、５番委員、１６番委員、私４番委員で申請人の代理人の行政書

士ＴＲ氏立会のもと、共同調査を行いましたので４番が報告いたしま

す。 

申請人ＦＭさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は６４歳、自

治会は下ノ木場であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字新開原、地目は畑、地籍は７

５２㎡他３筆で、合計１，９３０㎡であります。 

農地区分は、第２種農地となっており転用目的は太陽光発電施設。 

申請地は、広域農道の大口リサイクルセンターから東へ８００ｍ位

にあり、南側は旧市道、東側は畑、北側は広域農道、西側は農道を挟

んで畑であり、周囲に与える影響はないと思われます。 
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議 長 

 

 

１８番委員 

 

議 長 

 

１８番委員 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は４３２枚、太陽光発電量

は約４９．５ｋｗを２基となっております。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、見積書、資

金証明書、位置図、字図、平面図、配置図、被害防除に関する計画書、

被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、経済産業省の設備認定

通知書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

はい 

 

１８番委員。 

 

九電が一時買い取りを中断していますけど、その話は何もなかった

ですか。 

 

事務局説明を 

 

報道の方で電力会社が９月末以降の電気買い取りを保留すると報道

されたのですが、先週国の方から通知がきまして、基本的には太陽光

の流れにつきましては、毎年毎年買い取り価格が下がって来ているの

ですけど、今申請があった案件は、買い取り申請がここ半年位に申請

された案件です。 

この事について申請の流れは、電力会社と売買契約を行うのですが、

それと同時に先程報告がありました、経済産業省の設備認定通知書が

ありましたが経済産業省に申請します。 

その後電力会社に、接続承認許可を取得して負担金が決まるという

事です。 

今までは電力会社の売電契約書等は添付してなかったですが、先週

の通達で、接続承認許可を添付しないとその申請は許可の保留をしま

すと通知か来ています。 

そこで、行政書士会にその事の通知準備をしていますが、今申請の

ある分は経済産業省の設備認定通知書があれば認められたと、今後に

おいては、経済産業省の設備認定通知書と接続承認許可の両方ないと、
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

総会で承認するに値しないとなります。 

県の諮問委員会でも国の方から通知がきましたので、この経済産業

省の設備認定通知書と接続承認許可の両方ないと諮問を保留しますと

決定しています。 

また、皆様農業委員さんには後日勉強会を計画していますのでその

時に説明させていただきます。 

 

事務局説明が終わりましたが、委員の皆さん、ご意見・質問はござ

いませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数１件については、意見の決

定並びに許可及び諮問１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号 1 番につきまして、去る１

０月１５日、Ｔ行政書士立会いのもと、４番委員、５番委員、私１６

番委員の３人で共同調査をしましたので、１６番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口宮人にお住まいのＦＤ氏、自治会は下ノ木場

です。 

譲渡人は、伊佐市大口宮人にお住まいのＦＴ氏、自治会は下ノ木場
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

で、親子であります。 

申請地の所在地は伊佐市大口下殿字下原、地目は畑、地積は６９０

㎡であります。 

本申請は使用貸借権設定で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区

分は第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は大口南中学校から国道を南へ８００ｍに位の下殿

自治会の入口にあり、東側は住宅、西、南側は畑、北側は市道であり、

周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は１９２枚、パネル設置面

積６９０㎡を予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、見積書、資

金証明書、位置図、字図、平面図、配置図、被害防除に関する計画書、

被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、経済産業省の設備認定

通知書、委任状等が提出されております 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切

であると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よりしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番につきまして、去る１

０月１５日、Ｔ行政書士立会いのもと、４番委員、１６番委員、私５

番委員の３人で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人ＦＴさんは、伊佐市大口宮人にお住まいで、自治会は下ノ木
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

場で、年齢は６５歳であります。 

譲受人ＦＭさんは、伊佐市大口宮人にお住まいで、自治会は下ノ木

場で、年齢は６４歳であります。 

譲受人と譲渡人の関係は夫婦であります。 

本申請は使用貸借権設定で、転用目的は太陽光発電施設を設置する

ものであります。 

申請地の所在地は伊佐市大口宮人字下ノ木場、地目は畑、地積は３

１８㎡であります。 

農地区分は第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は大口リサイクルセンターから東へ８００ｍに位行

った市道沿いで、北側は孟宗竹、南側は市道、東側は雑種地、西側は

柿・梅等が植栽された果樹園であります。 

現状のままで利用するため、周囲に与える影響はないと思われま

す。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は４８枚、パネル設置面積

３１８㎡、パネル設置容量は約１１ｋｗを予定しているそうです。 

を予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、見積書、資

金証明書、位置図、字図、平面図、配置図、被害防除に関する計画書、

被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、経済産業省の設備認定

通知書、委任状等が提出されております 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切

であると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よりしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

５番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 
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１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号３番につきまして、１番が

報告いたします。 

調査日は、１０月１５日に、１０番委員、１７番委員、１番委員で

共同調査を行いました、 

立会人は、申請人のＭ氏の奥さんと行政書士のＴ氏でした。 

渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されているＹＭ氏、７３歳で、自治

会は共進であります。 

受人は、伊佐市菱刈前目に居住されているＭＩ氏で、自治会は共進

であります。 

申請地は、伊佐市菱刈字前目字星熊、地目は畑、地積は５６６㎡で、

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請は所有権移転売買であり、転用目的は一般住宅施設であります

が、すでに建築去れて２０年以上経過しております 

東側は畑、西側は畑、北側は市道、南側は雑種地になっており、周

囲に与える影響は無いものと思われます。 

所在地は菱刈中学校より東南に約１キロ位です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、平面図、

配置図、事業計画書、被害防除に関する計画書、被害防除に関する誓

約書、始末書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請については３名の調査委員において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしま

して私の報告を終ります。 

 

１番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 
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議 長 

 

 

２０番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号４番について、今回は取下げ

申請が提出されました。 

 

２０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、今回は取下げします。 

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

整理番号４番は、取下げが決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１０番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号５番について、去る１０月１

５日に申請人の代理人行政書士ＴＲ氏立会いのもと８番委員、９番委

員と私１０番委員の３人で、共同調査いたしましたので報告いたしま

す。 

申請人は、譲り渡し人がＯＴさん、年齢８７歳、伊佐市大口目丸に

居住、自治会は下目丸です。 

申請人福岡市博多区西月隈６丁目にお住まいの、ＭＴさんでありま

す。 

申請地は、大口原田字宮脇、地目は畑、面積は１４㎡で、大口東小

学校の南側約３００ｍで、現況は宅地化しており一部建物がかかって

おります。 

転用目的は 親より住宅を相続するにあたり調べたところ宅地の一

部が譲渡し人のＯさんの農地にかかっている事が分かり、今回所有権

移転売買により申請するものであります。 

転用行為をさまたげる法定小作人はありません。 

農地区分は 第二種農地その他の農地であります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地は、東が住宅、南が畑、西が市道、北が申請人の宅地であり農地

に与える影響はないと思われます。 

添付資料として 被害防除計画書、被害防除に関する契約書、全部

事項証明書、地籍図、顛末書等が添付されております。 

以上のようなことから農地法上問題ないものと判断いたしました。 

皆様方の御審議をよろしくお願いいたしまして報告を終わります。 

 

１０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１０番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました 

 

整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

１０番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号６番について、去る１０月１

５日に、受人ＡＹ氏の息子さん立会いのもと、１０番委員、１７番委

員、１番委員３名で共同調査いたしましたので報告いたします。 

受人のＡＹさんは、伊佐市菱刈川南に居住され自治会は荒瀬で、年

齢は５９歳であります。 

渡人のＭＭさんは、伊佐市菱刈川南に居住され自治会は荒瀬で、年

齢は７６歳であります。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字荒瀬、他１筆、地目は畑、地積は１，

３２７㎡であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は植林であります。 

平成２０年３月ごろに申請地の一部にクヌ木を植栽してありまし

た。 

申請地の所在地は、築地橋から東の方に１キロ位の所で、東側は畑、

西側は宅地、北側は宅地、南側は畑で、周囲に与える影響は無いもの

と思われます。 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

資金は自己資金で植林される計画です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、事業概要、

被害防除に関する計画書、始末書等が提出されております。 

調査の結果この申請については３名の調査委員において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしま

して私の報告を終ります。 

 

１０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１０番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請６件のうち、取下げ申請１件、

許可及び諮問５件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願のうち整理番号１番について、去る１０

月１５日に、申請人のＳＡさん息子さんのＳＴ立会のもと、１１番委

員、１４番委員、私１５番委員で共同調査をいたしましたので報告い

たします。 

申請人は、ＳＡさん伊佐市菱刈南浦にお住まいで、自治会は小川添

であります。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈南浦字中木場と中木場の２筆、地目は

田、地積は１，０９９㎡であります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非農地となった時期、理由としまして、当該申請地は、平成４年ご

ろから耕作しなくなったとの事や周囲が耕作しなくなったため鳥獣被

害が拡大し原野化して山林になってしまった。 

周囲の状況は、東側が県道、西側が原野、南側も原野、北側が雑種

地となっております。 

申請地は、菱刈横川線の未来館から５００ｍ位手前の右側の県道沿

いであります。 

３名の調査員の結果、農地性は喪失していて、農地への復旧は困難

であると判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されてお

ります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願のうち整理番号２番について、去る１０

月１５日に、１１番委員、１４番委員、１５番委員の３名で共同調査

をいたしましたので私１１番委員が報告いたします。 

申請人は、ＫＯさん伊佐市菱刈南浦にお住まいで、自治会は小川添

であります。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈南浦字中木場、地目は畑、面積は９３

３㎡であります。 

県道川南から横川線の小川添の入口のあたる所です。 

東側が山を挟んで住宅、西側が山を挟んで住宅、南側が道路、北側

が竹林となっております。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非農地となった時期、平成元年ごろから耕作しなくなったとの事で

す。 

３０年位前に少し離れた所の住宅を建設しそこから通って野菜等を

栽培していたが、その後使用しなくなりそのまま放置したため竹林化

しています。 

現地調査の結果、農地性は喪失していて、農地への復旧は困難であ

ると３名で判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されてお

ります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１１番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第５号 非農地証明願は、２件申請のうち、２件の証明許可が

決定しました。 

 

その他、事務局月例報告をお願いします。 

 

月例報告です。 

最後のページになります。 

１０月分の月例報告です。 

１５日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日２０日が、第７回目の農業委員会の総会でございます。 

２４日が、１０月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございま

す。 

１１月の行事予定ですが、１４日を中心に現地調査をお願いします。 

２０日が、第８回目の農業委員会の総会になります。 

２６日が、１１月の定例常任会議員会議になります。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

会      長   会   長 

         

 

伊佐市農業委員   １ ５ 番 委 員 

         

 

伊佐市農業委員   １ ７ 番 委 員 

         

 

 

事 務 局 長 

 

 

以上です。 

 

これで、平成２６年度第７回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１０時１０分 

 

  

  


